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研究成果の概要（和文）：本研究では、スペイン・セルバンテス文化センターによる国家公用語と国家内の地域
少数言語の対外普及活動の実態状況について調査した。その結果、1991年創設の同組織は、世界で活動してお
り、2000年以降アジアでの活動を重視しており、その背景には政府の外交政策の方針も大きく関係していること
がわかった。一方、各地での学習者と検定試験受験者の増加など、経済的な効果が大きいこと、外交との連携
で、相手国の公教育における自国語教育の振興を進めていることなども明らかになった。少数言語については、
2005年以降対外的に同国の多様性の象徴としてアピールを増しているが、需要が伴わず象徴的存在となっている
ことがわかった。

研究成果の概要（英文）：In this study, we investigated the current situation of the activities to 
spread the national official language and regional official languages abroad carried out by the 
Cervantes Institute. As a result, we found that this organization, established in 1991, is active 
worldwide and has been increasing its activities in Asia since 2000. It turned out that the foreign 
policy of the state government is greatly related to these activities. On the other hand,we found 
that the economic effects are large as  the number of learners and test takers has been increasing 
in various countries. In addition, it became clear that the promotion of  the national language in 
the public education system of the country where they are based on is promoted in cooperation with 
diplomatic activities. Minority languages have been sued as a symbol of the country's diversity, 
especially since 2005, but we have found that education of these languages has been  carried out on 
a small scale due to a small demand.

研究分野： 少数言語に関する言語政策
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では国家言語を対外的に普及することは、外交政策の一環として実施されるとともに、大きな経済効果が
ある点を明らかにした。また、相手国の公教育制度における自国の言語の普及に関しては、外交との関連から、
政府との役割分担が慎重に検討されているが、行き過ぎると内政干渉との批判が出る危険性もあることなども明
らかになった。こうした点は、日本が日本語を対外普及する際に大いに参考になるだろう。また国家の機関が自
国の少数言語を対外的に普及することの意義は、少数言語を公用語とする自治州の国外での活動を補完するもの
であり、在外の当該言語話者への支援にもなりうることがわかった。これは海外日系人支援の参考になりうる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 2000 年代に入ってから、中国の孔子学院が世界各地で活動を活発化させ、日本の国際交流基
金も同様に活動を拡大させるなど、自国の言語・文化を対外普及する活動が活発になった。言
語文化の対外普及機関としてはフランスのアリアンス・フランセーズ（1883 年創設）やドイツ
のゲーテ・インスティチュート（1951 年創設、前身組織は 1925 年創設）、イギリスのブリテ
ィッシュ・カウンシル（1934 年創設）の活動が有名である。また、いずれも歴史が長く、言語
教育を通して国際文化交流を行うことを目的としている。一方、孔子学院は 2004 年に設立さ
れており、世界各地での中国語学習熱の高まりや中国企業の海外展開とともに、急速にその活
動拠点を増やしている。本研究で対象とするスペインのセルバンテス文化センター（Instituto 
Cervantes）は、1991 年に設立されており、比較的新しいと言える。2000 年以降、アジアで
の活動を重視しており、現在、アジア・オセアニア地域の 10 カ国に 10 支部を有している。ス
ペインは、国内の地域少数言語を地方の公用語として認めているため、セルバンテス文化セン
ターは、国家の公用語であるスペイン語を普及の対象としつつ、それらの諸地方公用語をも対
外普及活動の対象としている。これは他の言語対外普及機関にはない特徴であり、本研究対象
として適している。 
 対外言語普及政策研究は International Journal of the Sociology of Language 誌の第 95 号
（1992 年）と第 107 号（1994 年）の特集によって、その裾野が大きく広がった。国内学会誌
としては『比較教育学』第 37 号（2008 年）において対外言語政策を特集している。対外言語
普及政策に関する一連の研究には、主に 2 つの共通点がある。1 つは、対外言語普及を「文化
外交」として、外交戦略の一環として捉える視座である。もう 1 つは、対象とする言語が、国
家の公用語であるという点である。前者については、研究代表者も異存はない。一方、後者に
ついては、本研究のように国家語だけでなく国家内の地域公用語を対外普及する事例が少ない
こともあり、研究も少ない。数少ない研究の一つとして、研究代表者も研究分担者として参加
した科研費基盤(C)「スペインにおける「少数言語」の対外普及に関する言語政策論的比較研究」
（代表：萩尾生。期間：H.24.4-H.27.3）がある。同研究では、サブ・ナショナルな行政単位で
ある自治州が国境を越えて推進する施策に焦点を当てた。同研究ではセルバンテス文化センタ
ーが地域公用語の普及にも関与している点は指摘したが、詳細については今後の検討課題とし
ている。また国家語の普及や諸外国の公教育への関与については研究の対象としていない。 
 
２．研究の目的 
本研究は、文化外交の一環としてみずからの言語・文化を普及することを目的とする機関が諸
外国の政府や教育機関に働きかけて、公教育において当該の言語・文化教育を推進する活動に
ついて実態を把握し、問題点を明らかにすることを目的とした。対外普及機関の一例としては
スペインのセルバンテス文化センターを取り上げることとした。その理由は、スペインが国内
向けの言語政策では、地域少数言語の存在に配慮して、言語的多様性の尊重を前面に打ち出し
ているからである。言語的多様性の尊重を謳うスペインという国家の機関が、自国の言語・文
化教育の普及と、相手国の言語・文化の尊重という相反する課題に対し、どのような立場を取
るのかはたいへん興味深い。本研究は、こうした疑問点を明らかにすべく、現地調査と文献調
査を通して、従来の言語政策研究に新たな知見を供することを目指した。 
 本研究の第１の目的は、国家の外交戦略の一環として言語・文化普及機関が実施している国
家の公用語とそれに関連する文化の普及活動に焦点を当て、世界各地で実施されている対外言
語普及政策の具体的な施策について明らかにすることとした。本研究ではスペイン語とスペイ
ン文化の普及を目的とするセルバンテス文化センターの活動を取り上げ、特に諸外国の公教育
においてスペイン語教育を導入し、拡大しようとする活動に着目した。その理由は、公教育は
各国あるいは地方自治組織などが運営する学校を通して実施されており、法律などの規定に基
づくものだからである。つまり、その内容に関与することは、内政干渉にもなり得るため、高
度に外交的な問題になり得るからである。 
 第 2 の目的は、セルバンテス文化センターによる地域少数言語の対外普及活動への支援の実
態を明らかにし、国家語普及機関が国内少数言語を普及することの意義と問題点を解明するこ
ととした。本研究の研究代表者は、スペイン北西部のガリシア地方で話されている地域少数言
語であるガリシア語の復興政策について研究を行ってきた。スペインにはガリシア語の他に、
4 つの地域言語が自治州レベルで公用語となっているが、その中でもバスク語とカタルーニャ
語は独自の対外普及機関を有している。対外普及機関を有さないガリシア語の場合は、自治州
政府が対外普及政策の実施主体となっているが、具体的な施策の実施に際してはセルバンテス
文化センターの協力を得て行っている。このようなナショナルな主体である国家の対外言語普
及機関によるサブナショナルな地域少数言語の普及活動の支援は、どのような目的で行われて
おり、国家及び自治州の双方にとって、どのようなメリットがあるのだろうか。国家主導の対
外言語普及機関が地域少数言語の普及活動に関与することの実利的な狙いは何なのか、国家機
関が介入することで地域少数言語にとって不利益は生じ得ないのかといった点について解明す
ることとした。 
 
３．研究の方法 
 研究目的を踏まえ、各種一次資料の収集・解析と、セルバンテス文化センター及び主務官庁



や学校などの関連機関の担当者に対する聴き取り調査を実施した。 
本研究の担い手は、①言語政策研究、②言語規範の普及政策史研究、③外国語としての言語

普及政策研究の専門家各 1 名の 3 名体制で実施した。スペインにおける言語政策研究を専門と
する研究代表者（柿原）は、セルバンテス文化センターによる諸外国における言語教育政策ヘ
の関与と地域少数言語の普及活動についての調査・分析を担当した。スペイン語の規範規定機
関であるスペイン王立アカデミーによるスペイン語規範普及政策史の研究を専門とする安達は、
セルバンテス文化センターの対外言語普及政策を歴史的視点から捉え、文献調査・分析を通し
て得られた知見から現状分析を行った。 
アジアにおける英語を中心とする外国語教育を専門とする仲は、諸外国における対外普及活

動が最も進んでいる英語の外国語としての教育についての研究業績と経験を活かし、現地の教
育機関および官公庁での調査を担当した。 
 
４．研究成果 

2016 年度は、本研究の第１の目的である国家の言語文化の対外普及活動の具体的な施策につ
いて明らかにするために、東京及びマニラにおける現地調査を実施した。4 月に第 1 回目の研
究打ち合わせを行い、研究計画と役割分担について確認した。その結果、アジアにおけるセル
バンテス文化センターの活動を調査するためには、アジア最大規模のセンターである東京での
事前調査が有用であると考え、本研究の構成員全員で 9 月に聞き取り調査を実施した。これに
より、アジア諸国におけるセルバンテス文化センターの設立経緯や各センターの活動について
最新の情報を収集した。  
次に、スペインによる植民地であった歴史を有し、その繋がりの深さから、アジアで最初に

セルバンテス文化センターが設立させたフィリピンにおける現地調査を研究代表者が行った。
具体的には 2017 年 3 月にマニラのセルバンテス文化センター、アテネオ・デ・マニラ大学現
代言語部、フィリピン大学ヨーロッパ言語部において聞き取り調査および資料収集を実施した。
セルバンテス文化センター・マニラでは、スペイン大使館付属スペイン文化センターから改組
されて 1994 年に同センターが誕生した経緯や、近年の同センターで実施されているスペイン
語およびスペインの公用語である地域言語の教育活動について聞き取り調査を実施した。 
また、アテネオ・デ・マニラ大学およびフィリピン大学では、高等教育におけるスペイン語

教育の実施実態について教育現場の観察及び関係者に対する聞き取り調査を実施した。これに
より、マニラを中心とするフィリピンでのスペイン語教育の実態を明らかにするための基礎的
情報が収集できた。当初の計画では欧州地区（ドイツなど）でも現地調査を行う計画であった
が、初年度はアジア、特にフィリピンに絞って研究を進めることとした。  
また、これら現地調査と並行して言語の対外普及に欠かせない規範整備の歴史や、言語教育と
異文化理解などの理論に関する文献調査も進めた。 これらの調査の成果の一部をまとめ、研究
代表者、研究分担者それぞれが、各担当分野における調査結果について口頭による研究報告及
び論文執筆を行なった。   
 2017 年度は、前年度の調査に引き続き、現地調査を実施した。8 月に、当初平成 28 年度に
予定していたヨーロッパにおける現地調査を研究代表者および研究分担者で実施し、ドイツ、
スペインにおいて資料収集と聞き取り調査を行った。また 3 月に研究代表者がアメリカ合衆国
（ニューヨークおよびマイアミ）での調査を行なった。 
ドイツではフランクフルト・ガリシア・センター（Centro Gallego）、セルバンテス文化セン

ターフランクフルトにおいて教育・文化活動の担当者に聞き取りを実施した。ガリシア・セン
ターでは、ドイツにおける近年のスペイン人移民、特にガリシア出身者を取り巻く社会環境に
ついて、最新の情報が得られた。また近年の移民の言語に対する態度が、1960 年代頃のガリシ
ア出身移民とは異なる点など興味深い情報が得られた。また、現在は諸般の事情からガリシア・
センターの運営、文化活動の維持が困難である現状についても説明を得られた。セルバンテス
文化センターでは、2008 年の開所以来の活動内容についての詳細な情報が得られた。スペイン
の地域言語の中ではカタルーニャ語の講座が定期的に開講されてきているとの情報が得られた。
スペインではガリシア自治政府言語政策局長、サンチアゴ大学教授に対する聞き取り調査を行
い、最新の動向について情報収集を行った。 アメリカでは、セルバンテス文化センターニュー
ヨーク、Casa Galicia NY、Centro Orensano Newark、マイアミ・キューバ・ディアスポラ
美術館で聞き取り調査を実施した。その結果、ニューヨークのガリシア移民社会においても近
年は高齢化などにより互助組織の維持が困難である点など問題点が明らかになった。マイアミ
ではキューバ人亡命者の多くがガリシア系であることから、本研究に関連する情報が得られた。  
 2018 年度は、前年度までに得られた情報をもとに、資料を分析し、考察を行った。その研究
成果をまとめ、報告を行う活動を中心に実施した。セルバンテス文化センターによるスペイン
語の対外普及活動の基盤となりうるスペイン語の規範整備についての研究成果を研究分担者
（安達）が口頭による研究会報告を行った。また、国家内の地域少数言語に関する扱いについ
て、研究代表者（柿原）が国際学会における報告を中心に行った。また本研究の過程で明らか
になった外国語教育についての諸問題についてそのイデオロギー性の問題点についての報告を
研究分担者（仲）が論文、書籍、学会報告により行った。 
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